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○相楽郡広域事務組合分担金条例 
（昭和５６年８月制定） 

改正 昭和５７年 ４月 ７日条例第 ２号 改正 平成 ７年１２月１４日条例第４号 

改正 平成１６年 ４月３０日条例第 ４号 改正 平成１９年 ３月１３日条例第７号 

改正 平成１９年１１月２６日条例第１３号 改正 平成２１年１０月２３日条例第４号 

改正 平成２３年１２月 ５日条例第 ２号 改正 平成２９年１１月２９日条例第２号 

           改正 令和 ２年１１月３０日条例第・３号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、相楽郡広域事務組合規約（昭和５６年８月１日規約第１号）第１２条の規定によ 

り相楽郡広域事務組合分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（分担金の徴収及び割合） 

第２条 分担金は次の割合で徴収する。 

（１）規約第３条第１号及び第３号に要する経費 

   固定的経費 

    共通経費分 

市町村割 １００％ 

直接経費分 

人口割 １００％ 

   運営的経費 

    人口割  １００％ 

（２）規約第３条第２号（エ）に要する経費 

 固定的経費 

  共通経費分 

市町村割 １００％ 

直接経費分 

人口割 １００％ 

 運営的経費  

  人口割 ５０％ 

    受診者数割 ５０％ 

（３）規約第３条第４号及び第５号に要する経費 

   固定的経費 

    令和３年度計画処理量割 ５０％ 

    令和３年度からの搬入実績量による割合  ５０％ 

   運営的経費 

    搬入量実績割 １００％ 

   大規模改修経費 

    令和３年度からの搬入量実績による割合 １００％ 

（４）規約第３条第４号に要する経費のうち公債費に要する経費 

    令和３年度からの搬入量実績による割合 １００％ 

（５）規約第３条第６号に要する経費 

・・・固定的経費 

・・・・共通経費分 
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市町村割 １００％ 

直接経費分 

人口割 １００％ 

・・・運営的経費  

・・・・人口割 ５０％ 

・・・・相談件数割 ５０％ 

 （規則への委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５６年８月１日から適用する。 

（人口割の扱い） 

２ 第２条第１号及び第２号に規定する「人口割」にあっては、前年度の１２月３１日現在における各

市町村の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計数値を用いるものとする。 

 （市町村搬入量実績割の扱い） 

３ 第２条第３号に規定する「市町村搬入量実績割」にあっては、前年（１月１日から１２月３１日ま

で）にし尿処理施設へ搬入された市町村別のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量を用いるものとする。 

（平成１３年度町村搬入量実績割の扱い） 

４ 第２条第４号に規定する「平成１３年度町村搬入量実績割」にあっては、平成１３年度（４月１日

から翌年３月３１日まで）にし尿処理施設へ搬入された町村別（木津川市にあっては山城町、木津町

及び加茂町の合計数値）のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量を用いるものとする。 

附 則（昭和５７年条例第２号） 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

附 則（平成７年条例第４号） 

（施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年条例第４号） 

 この条例は、公布の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

（市町村割の特例） 

２ 平成１９年度の分担金に係る市町村割は、この条例による改正後の相楽郡広域事務組合分担金条例

（以下「改正後条例」という。）第２条の規定にかかわらず、平成１８年４月１日現在の町村数により

算定することとし、木津川市は、山城町、木津町及び加茂町（以下「旧３町」という。）に係る３町分

の分担金の合計額を負担する。 

（市町村搬入量実績割の特例） 

３ 木津川市における平成１９年度及び平成２０年度の分担金に係る市町村搬入量実績割は、平成１９

年度にあっては改正後条例附則第３項による旧３町分の合計数値を、平成２０年度にあっては改正後

条例附則第３項による木津川市及び旧３町分合計数値を用いるものとする。 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成２０年度分の分担金から適用する。 

 （平成２０年度から平成２３年度までの分担金の額の特例） 

２ 平成２０年度から平成２３年度までの構成市町村に対する規約第３条第１号及び第３号から第５号
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にかかる分担金の額は、この条例による改正後の相楽郡広域事務組合分担金条例第２条の規定により

それぞれの年度ごとに算出した金額（以下「改正後の分担金額」という。）に、改正後の分担金額から

改正前の相楽郡広域事務組合分担金条例第２条の規定によりそれぞれの年度ごとに算出した金額を差

し引いた金額に、平成２０年度にあっては０．８を、平成２１年度にあっては０．６を、平成２２年

度にあっては０．４を、平成２３年度にあっては０．２をそれぞれ乗じた額（千円未満の端数がある

場合はこれを四捨五入する）を控除（負数の場合は加算）した額とする。ただし、当該算出された構

成市町村に対する規約第３条第１号及び第３号から第５号にかかる分担金の額の総額が分担金の総額

と差異が生じた場合は、千円未満の端数処理の多少により調整するものとする。 

附 則（平成２１年条例第４号） 

この条例は、平成２２年３月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第２号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成３０年度分の分担金から適用する。 

附 則（令和２年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行し、令和３年度分の分担金から適用する。 
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